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役場からのお知らせ役場からのお知らせ

み
ん
な
で
築
こ
う
　
人
権
の
世
紀

児
童
扶
養
手
当
と
公
的
年
金
の

併
給
制
限
が
見
直
さ
れ
ま
し
た

町
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿

登
載
申
請
の
お
知
ら
せ

「
考
え
よ
う
　
相
手
の
気
持
ち

 
 
 

育
て
よ
う
　
思
い
や
り
の
心
」

◆
１２
月
４
日
〜
１０
日
は
人
権
週
間

　
１
９
４
８（
昭
和

２３
）年

１２
月

１０
日
に

国
際
連
合
で
世
界
人

権
宣
言
が
採
択
さ
れ

た
こ
と
を
記
念
し
て
、

法
務
省
と
全
国
人
権

擁
護
委
員
連
合
会
は
、
１
９
４
９（
昭

和
２４
）年
か
ら
、
毎
年
「
人
権
デ
ー
」
を

最
終
日
と
す
る
１
週
間（

１２
月
４
日
〜

１０
日
）を
、「
人
権
週
間
」と
定
め
ま
し
た
。

　
期
間
中
は
、世
界
人
権
宣
言
の
趣
旨

や
重
要
性
を
広
く
国
民
に
訴
え
、
人
権

尊
重
思
想
の
普
及
高
揚
を
図
る
た
め
、

全
国
各
地
で
い
ろ
い
ろ
な
催
し
が
行
わ

れ
ま
す
。
黒
潮
町
で
も
こ
の
期
間
に
人

権
相
談
所
な
ど
を
開
き
ま
す
。

※
人
権
相
談
の
日
程
は
、２４
ペ
ー
ジ
や
前

月
号

２２
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

◆
黒
潮
町
人
権
作
品
展

　
黒
潮
町
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
を
な

く
す
た
め
の
取
り
組
み
の
ひ
と
つ
と
し

て
、
町
内
の
児
童
・
生
徒
か
ら
募
集
し

た
人
権
作
品（
絵
画
・
ポ
ス
タ
ー
・
書

道
・
作
文
・
詩
）の
展
示
を
行
い
ま
す
。

　
ま
た
、
大
方
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
が

募
集
し
た
「
平
和
ポ
ス
タ
ー
」
な
ど
も

同
時
に
展
示
し
ま
す
。

　
子
ど
も
た
ち
の
思
い
や
願
い
の
こ
も

っ
た
作
品
を
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
開
催
日
時
・
場
所
】

・
１２
月
３
日（
水
）〜
７
日（
日
）

　
午
前

１０
時
〜
午
後
５
時

　
総
合
セ
ン
タ
ー（
佐
賀
支
所
前
）

　
玄
関
ホ
ー
ル

・
１２
月
９
日（
火
）〜

１４
日（
日
）

　
午
前

１０
時
〜
午
後
５
時

　
大
方
あ
か
つ
き
館 

町
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

　
※

１１
日（
木
）は
休
館
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
教
育
委
員
会 
人
権
教
育
係

蕁
５
５
―
３
１
９
０（
課
直
通
）

 
本
庁 

住
民
課 

人
権
啓
発
係

蕁
４
３
―
２
８
０
０（
課
直
通
）

　
児
童
扶
養
手
当
は
、
父
母
の
離
婚
な

ど
で
、
父
や
母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て

い
な
い
児
童
が
育
成
さ
れ
る
家
庭
の
生

活
の
安
定
と
自
立
の
促
進
、
児
童
の
福

祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

 
今
ま
で
は
、
公
的
年
金
を
受
給
さ
れ

て
い
た
場
合
、
対
象
外
と
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
児
童
扶
養
手
当
法
の
改
正
に

よ
り
、

１２
月
１
日
か
ら
児
童
扶
養
手
当

と
公
的
年
金
な
ど
の
併
給
制
限
が
見
直

さ
れ
、
児
童
扶
養
手
当
よ
り
も
低
額
の

公
的
年
金
を
受
給
す
る（
し
て
い
る
）場

合
に
、
申
請
に
よ
り
、
そ
の
差
額
分
の

手
当
が
受
給
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

○
受
付
・
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

健
康
福
祉
課 

福
祉
係

　
　
蕁
４
３
―
２
１
１
６（
課
直
通
）

　
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課

　
総
合
窓
口
第
２
係

蕁
５
５
―
３
１
１
２（
直
通
）　

　
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
は
、

黒
潮
町
選
挙
管
理
委
員
会
が
、
有
権
者

か
ら
の
申
請
に
基
づ
い
て
毎
年
１
月
１

日
現
在
で
選
挙
資
格
を
調
査
し
、
調
整

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
選
挙
資
格
な
ど
は
、
下
記
の
と
お
り

で
す
。
２
、
３
、
４
①
・
②
の
要
件
を

す
べ
て
備
え
て
い
る
方
は
、
申
請
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
申
請
書
は
、
各
地
区
長
を
通
じ
て
お

回
し
し
ま
す
。
ま
た
、
農
業
委
員
会
事

務
局
と
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
に
も

用
意
し
て
い
ま
す
の
で
、
足
り
な
い
場

合
は
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

１
 

名
簿
の
調
整
現
在
日

　
平
成

２７
年
１
月
１
日

２
 

住
所
要
件
　

　
黒
潮
町
内
に
住
所
を
有
す
る
方

３
 

年
齢
要
件

平
成
７
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ

た
方

４
 

耕
作
要
件

①
 

１０
ア
ー
ル（
１
反
）以
上
の
農
地
を

耕
作
し
て
い
る
方

②
 

①
と
同
居
の
親
族
ま
た
は
そ
の
配

偶
者
で
、
年
間
お
お
む
ね

６０
日
以

上
の
耕
作
に
従
事
し
て
い
る
方

５
 

提
出
期
限

　
平
成

２７
年
１
月
９
日（
金
）

６
 

提
出
先

　
〒
７
８
９
―
１
９
９
２

　
黒
潮
町
入
野
２
０
１
９
番
地
１

　
黒
潮
町
農
業
委
員
会
事
務
局

※
直
接
お
持
ち
に
な
る
場
合
は
、
農
業

委
員
会
事
務
局（
本
庁
２
階
）へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

※
佐
賀
地
域
に
つ
い
て
は
、
佐
賀
支
所

地
域
住
民
課
へ
の
提
出
も
可
能
で
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　
　
蕁
４
３
―
２
８
２
５（
直
通
）


